
広　島　県

知　事

[役割]

○法人の定款の策定
○中期目標の策定，
　中期計画の認可，
　料金の上限の認可，
　業務方法書の認可　等
○出資，運営費交付金の
　交付　等
○中期目標期間の終了時

に，組織及び業務の全般
にわたる検討を行い，所
要の措置を講ずる。

[議決事項]

○法人の設立（定款）
○料金の上限の設定
○中期目標の作成・変更
○条例で定める重要な財

産の処分
○解散

○各事業年度及び中期
目標に係る業務の実
績に関する評価

○中期目標の作成・変更
の際の意見

○中期計画の作成・変更
の認可の際の意見

○財務諸表の承認の際
の意見　　等

意見，評価結果・
勧告内容を知事
に報告

公 立 大 学 法 人 県 立 広 島 大 学                  

○法人を代表し，業務を総理

理事長（学長）

選考会議の選考に基づく法人の
申出により，知事が任免

【構成】２人以内

監事
知事が任免

【構成】
○理事長
○理事長が指名する理事
○理事長が指名する法人外委員

【構成】６人
　　経営審議会から選出　　　３人
　　教育研究審議会から選出　３人
○理事長を除く。
○委員のうち，１人以上は法人外委員

理事長選考会議

法人経営に関する重要事項を審議
・中期目標についての意見に関する事項
・中期計画及び年度計画に関する事項
・学則，会計規程等重要な規程の制定又は改廃に
関する事項

・予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
・人事の方針に関する事項
・組織及び運営の状況について自ら行う点検及
び評価に関する事項

・その他法人の経営に関する重要事項

　【構成】
　○理事長
　○理事長が指名する理事
　○理事長が定める重要な組織の長
　○理事長が指名する職員
　○理事長が指名する法人外委員

教育研究に関する重要事項を審議
・中期目標についての意見に関する事項
・中期計画及び年度計画に関する事項
・学則その他の教育研究に係る重要な規程の制
定又は改廃に関する事項

・人事の方針に関する事項
・教育課程の編成に関する方針に係る事項
・学生の円滑な修業等を支援するために必要な
助言，指導等援助に関する事項

・学生の入学，卒業又は課程の修了その他学生の
在籍に関する方針

・自ら行う点検及び評価に関する事項
・その他県立大学の教育研究に関する重要事項

【構成】理事長，理事（法人外の者が含まれること。）

　理事長

　理事（総務・経営企画担当）

　理事（教育・学生支援担当）

　理事（研究・地域貢献担当）

　理事（非常勤）

　理事（非常勤）

役　員　会

特定の重要事項について議を経る。
・中期目標についての知事に対して述べる意見及び年度

計画に関する事項
・地方独立行政法人法により知事の認可又は承認を受け

なければならない事項
・予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
・大学，学部，学科その他の重要な組織の設置又は廃止
に関する事項

・前各号に掲げるもののほか，役員会が定める重要事項

経営審議会 教育研究審議会
審議機関

評価委員会

大学ごとに設置
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